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                       ２０２０年 ４月１７日 

仙台市長 郡 和子様 

    新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急要望 

                  

日本共産党仙台市議団 団長 嵯峨 サダ子 

  

 

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、市民の生命とくらしを守り、地域

経済を支える取り組みに昼夜を分かたず取り組まれていることに、心からの敬

意を表します。 

 この間、市民の皆さんから私どものところに寄せられている不安や心配事を

はじめ、議会での議論を通じての課題認識をふくめて、さらなる充実や強化が

必要な取り組みや市独自の支援策の創設など、以下、緊急に要望致します。 

 

 

【検査・医療】 

１、  市独自に「発熱外来」をつくり、ドライブスルー方式や屋外にテント

を設置してのウォークイン方式等、コロナウイルス感染症が疑われる患

者や濃厚接触者など PCR 検査が必要となる方の診察・検査体制を強化す

ること。 

 

２、  医療機関を、新型コロナウイルス対応の病院と、一般患者対応の病院

に役割分担を行い、それぞれについて手厚い支援を行うこと。 

 

３、  医師が必要と判断したら、帰国者・接触者相談センターを介さずとも、

速やかに検査が受けられる体制をつくること。 

 

４、  仙台市医師会との連携や自衛隊の災害派遣要請など、あらゆる医療資

源を有効に活用して感染拡大防止に取り組むこと。 

 

５、  医療現場で防護服やゴーグル、医療用マスク、消毒薬の不足が生じる

ことのないよう継続的に提供すること。  

 

６、  相談センター、行政検査、クラスター対策など、対策の中核となる保

健所体制の抜本的な強化を図ること。 
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７、  抗体検査を早期に導入するよう国に求めること。 

 

８、  中等症、重症患者のための入院病床を拡大すること。 

 

９、  仙台市内での感染が拡大していることから、県だけでなく市独自に軽

症者・無症状者への対応のための宿泊・療養施設を確保すること。 

 

１０、 陽性患者の入院先等への搬送は、感染拡大防止の観点から十分留意し、

県や自衛隊に協力を求めるなど、職員の負担を軽減し、感染を拡大させ

ないための手立てを講じること。 

 

１１、 感染者が亡くなられた場合に、ご遺体に携わる葬祭業者等に防護服を市

として配備するなど、必要な感染防止対策を講じること。 

 

１２、 福岡市では「感染リスクの中、最前線で頑張っていただいている医療関

係者等への支援」として、市内の医療機関に対し施設の規模に応じて、1

医療機関当たり 40 万円～600 万円の給付や、新型コロナウイルス患者の

入院を受け入れた医療機関には、受け入れ患者１人につき 30 万円給付な

どの独自支援を行っている。こうした他都市の取り組みを参考に、仙台

市独自に支援を行うこと。 

 

【福祉】 

１３、 福祉施設等にマスクや消毒薬を供給すること。 

 

１４、 福岡市では、市内の高齢者・障害者の入所・通所施設に対して、施設の

規模や形態に応じて、１施設あたり 15～150 万円を給付する独自支援を

行っている。こうした他都市の取り組みを参考に、仙台市独自に支援を

行うこと。 

 

【介護】 

１５、 介護事業所の感染症対策の必要経費、デイケア中止などによる減収分を

全額補償するよう国に求めること。また、名古屋市では新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため通所介護事業所に休業を要請し、休業や事業縮

小を行った事業所に対し、本来得ることが予想された介護報酬を助成す

ることとしている。こうした他都市の取り組みを参考に、仙台市独自に
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支援を行うこと。 

 

１６、 介護保険料の徴収猶予および保険料の減免を行うこと。 

 

【障害福祉】 

１７、 障害者施設に対する報酬を月額方式にすること。就労支援施設での自粛

の影響による減収、利用者の工賃についての補償を行うこと。 

また、感染防止のために利用者の居宅等において健康管理や相談支援等

のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提

供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬

の対象とすることが可能との国の通知の趣旨に鑑み、事業所の相談に丁

寧に対応すること。 

 

１８、 放課後デイサービスについて、国は感染防止などで欠席した子どもに健

康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと自治体が認め

る場合には、通所と同額の報酬の対象とするとしている。こうした措置

を事業所に周知徹底するとともに、市としても国の指針の趣旨に鑑み「で

きる限りの支援」を高いハードルにせず積極的に認め、事業所の相談に

丁寧に対応すること。 

 

【生活保護】 

１９、 一時的な収入の減少により保護が必要となる場合、資産の取り扱い等

保護の要否判定などにおける留意事項を国が通知している趣旨を踏まえ、

丁寧に対応すること。 

 

【国民健康保険】 

２０、 国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、また

は疑いが生じて休んだ場合に傷病手当金を支給するよう条例改正を行う

こと。その際、被用者だけでなく個人事業主にも支給するよう市独自に

対応すること。 

 

２１、 国民健康保険料の減免制度を周知徹底すること。また、混雑する窓口

での手続きを避けるために、電話で相談があればまずは猶予し、手続き

は郵送で行えるよう簡素化すること。 

 

【緊急小口資金等の特例貸付】 
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２２、 緊急小口資金等の特例貸付の申請窓口の体制を強化すること。貸付の

緊急性から、東日本大震災の際の対応に準じて、申請から支給までをす

みやかに行うこと。 

 

【消費生活相談】 

２３、 新型コロナ便乗型の悪徳商法や詐欺などの被害を生まない取り組みを

進めること。市民への広報と、消費生活センターの相談体制と機能の充

実をおこなうこと。 

 

【放課後児童クラブ】 

２４、 休校期間中の子どもの居場所として、児童クラブの登録児童について

５・６年生は朝から、１～４年生は放課後の時間帯から児童クラブを利

用することになっているが、児童クラブの待機児童となっている子ども

たちも全員登録できるよう急ぎ対応すること。 

 

２５、 休校期間の延長により、児童クラブの受け入れ、人員配置などにご苦

労されている児童館の指定管理者に対し、指定管理料の増額など必要な

措置を行うこと。 

 

【保育】 

２６、 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保育施設等を利用する保護

者に対し家庭での保育への協力を求めているところだが、学校の休校中

の保護者に対する支援と同様に、家庭保育のために仕事を休んで収入が

減少した保護者に対する支援を行うよう国に求めること。 

 

２７、 認可外保育施設において、保護者が家庭での保育を行った場合には、

認可保育施設と同様に日割りで料金を割引するよう保育施設に要請する

とともに、減額分について仙台市が当該保育施設に支給すること。 

 

２８、 福岡市では、民間保育園や障害児福祉サービス事業者などに対し、施

設の規模に応じて１施設あたり 15～60 万円を給付する支援を行ってい

る。こうした他都市の取り組みを参考に、仙台市独自に支援を行うこと。 

 

【幼児健診延期への対応】 

２９、 感染拡大防止のため、各区保健福祉センター等での３～４か月児育児

教室の当面の中止、幼児健康診査（１歳６か月児健康診査、２歳６か月  
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児歯科健康診査、３歳児健康診査）の延期の対応をとっているが、支援が必要

な子ども・家庭を把握する重要な機会が持てないことを重く受け止め、

電話連絡や必要な家庭には保健師が訪問し、支援を行うこと。 

 

【虐待・ＤＶの防止】 

３０、  外出自粛の要請によって、子どもの虐待の増加が強く危惧されてい

る。ＳＮＳの活用など子ども自身が相談できる窓口の設置など、相談・

支援体制を緊急に拡充し、緊急避難先の確保に努めること。 

  学校休校の長期化で子どもの状態が分かりにくくなっており、子ども  

を虐待から守るため、教育と児童相談所の連携強化を一層強めること。  

 

３１、 ＤＶの発生や悪化が危惧されている中、配偶者が在宅しているために

電話できない、逃げられないといったことも考えられることから、ＳＮ

Ｓで相談できる仕組みや、一時保護、シェルターの体制整備など、すぐ

に相談できる体制を整えること。 

 

【市立学校の休校延長や再開にあたっての対応と児童生徒への支援】 

３２、 現在、気になる児童生徒に対しては職域を超えて連携して訪問するな

ど状況把握に努めているが、休校期間が長引いていることにより、すべ

ての子どもの体力低下や栄養状態の悪化、虐待等の危険性の高まりなど

が心配される。教科書やプリント配布のための分散登校も計画・実施さ

れているが、教職員が、すべての児童生徒と直接顔を合わせる機会を持

ち、子どもの置かれている状況をつぶさに把握すること。とりわけ、六

郷中学校・向陽台小学校の児童生徒の状況把握は感染防止に十分留意し

つつも確実に行うこと。 

 

３３、 入学式が延期になったことにより、とりわけ、初めて小学校入学を迎

えた保護者の方々の中に動揺や不安が大きく広がっている。児童生徒は

もちろんのこと、保護者の悩みや相談にもしっかりと寄り添える体制を

つくること。 

 

３４、 市立学校の再開にあたって、現場の要望や意見の聴取を行うこと。 

   マスクや消毒液、洗剤など、衛生用品の備蓄状況や希望数、児童生徒の

感染予防と健康管理など、各校ごとの状況も様々だと思われるので、現

場の不安や要望を聞き取り、必要な対応を行うこと。 
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３５、 児童生徒の感染リスクや教職員の接触密度の濃さなどを考慮し、特別

支援学校の特性から考えられる感染防止策は、特段の配慮が必要である。

鶴ケ谷特別支援学校でのマスク、消毒液、ディスポ手袋等の消耗備品は

欠かすことなく十分に配備すること。 

  

３６、 40 人学級（中学校では 35 人）のクラスでは、児童生徒が密集するこ

とになるため、一クラスの人数を減らし、密集を避けた環境で学習でき

るよう、配慮すること。そのための教職員を増員すること。 

 

３７、 休校措置がさらに長期になる場合も想定し、児童生徒の学ぶ権利を保

障するため、必要な家庭には行政が端末を支給し、オンライン授業がで

きるような環境を整備していくことも検討すること。 

 

３８、 授業時数が確保できない場合でも、機械的に一律確保の対応ではなく、

各学校の実態を踏まえた方法を尊重し、平日の授業上乗せや、土曜日、

夏季・冬季休業の極端な短縮などはおこなわないこと。 

 

３９、 学校休校中の子どもたちの食を支えるため、地域のテイクアウト業者

の協力を得て、子ども弁当の配食を実施すること。その際、かかる費用

についての補助制度を創設すること。 

 

【中小業者支援の抜本的強化】 

４０、 自粛要請を実行あるものにするため発生しうる損失や負担を想定し、

要請が解除されるまで損失補償や給付金の支給を実施するよう国に対し

要請すること。 

 

４１、 雇用調整助成金の申請を簡素化し早急に活用できるようにするととも

に、研修などでも活用できるよう柔軟な対応とし、給付は 10 分の 10 に

引き上げるよう国に求めること。 

 

４２、 国に対し、早急に消費税率の引き下げを求めること 

 

４３、 営業収入の落ち込んだ事業者に対し国保料、住民税、固定資産税など

の税や水道料金等の公共料金の支払いを一年間、猶予できることを周知

すること。 
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４４、 営業自粛を求める業者に市独自に「協力金」や「家賃補助」などの制

度を早急に創設し支援すること 

 

４５、 資金繰り、税、社会保険、雇用までワンストップで相談できる窓口を

つくり、コロナ禍から営業を守る諸制度の周知徹底を図ること。 

 

４６、  コロナ禍の影響で内定取り消しや離職にあった青年を仙台市の臨時職

員として採用することで、市民の雇用確保に努めること。 

 

４７、 市の制度融資を受けた場合、リアルタイム方式で利子補給を行うこと。 

 

【公営企業として市民の暮らしを支え、感染防止の徹底を】 

４８、 堺市のように、全世帯・全事業所に対して、水道料金の基本料金を減

額すること。 

 

４９、 ガス需要家に対し基本料金を減額すること。 

   今、本市ガス事業に求められているのは市民生活を支えるために公営企

業としての役割を発揮することであり、ガス事業の民営化（事業者の公

募）は中止すること。 

 

５０、 市バス・地下鉄車内の消毒を毎日おこなうこと。 

 バス・地下鉄乗務員の検温を、アルコールチェックと同様に毎日実施す

ることとあわせ、乗務員の感染防止のため、バス車内の運転席を囲うなど

の対策を講じること。 

 

【市職員の命と健康を守り、感染防止策の徹底を】 

５１、 区役所など窓口業務にあたるすべての職員がマスク着用をおこない、

備品の清拭と手指の洗浄、消毒を徹底することは、感染防止の観点から

大変重要である。マスクや消毒液等の使用に職員が不安を感じることの

ないよう、必要な配備を徹底すること。 

 

５２、 テレワークの導入や時差出勤の拡大、昼休みに時差を設けるなど、さ

らに工夫を講じ、３密を避けた環境で職員が仕事に従事できるようにす

ること。 

 

５３、 総務局に新型コロナウイルス感染症対策調整担当局が創設されたが、
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必要な人員配置を適時適切に講じること。あわせて、保健所や、新型コ

ロナウイルスへの対応で業務が著しく増大している部署については、他

部局からの応援を含めて、早急に人員を増やすなどの対応を図ること。 


